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彦

告

口
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百
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十
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成
二
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年
度
地
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調
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事
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計
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一
部
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う
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す
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平
成
二
十
六
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十
月
十
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地
改
良
事
業
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完
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（
農
村

約
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結
（
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水
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振
興
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共
測
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実
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監
理
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森
林

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂

告 週
火
・
金
曜
日
発
行

に
「
彦
島
迫
町
一
丁
目
、
」
を

、
「
彦
島
弟
子
待
町
三
丁
目
」
の

島
福
浦
町
三
丁
目
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に
「

示
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平 成 年
月 日

（金曜日）

家

一

区
域
の
名
称

中
畑

地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地

と
九
号
を
市
道
中
津
坂
根
線

市

名

大

字

名

字

萩

市

須

佐

地

山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在

下
関
市
豊
浦
町
大
字
厚
母

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

産
振
興
部
農
林
整
備
課
に
備
え

山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
七

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七

ノ

上

三
二
〇
一
の
九

三
二
〇
一
の
九

に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
九
号
ま

東
側
境
界
線
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線

名

地

番

蔵

岬

一
五
七
五
の
一

号
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次

日

山
口

場
所

郷
字
山
す
げ
三
の
一
六
六
（
次
の

た
目
的

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

号
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六

除
す
る
予
定
で
あ
る
。

日

山
口

一

二
号

三
号

で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

に
囲
ま
れ
た
区
域

標

柱

番

号

一
号

四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

の
区
域
を
指
定
す
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

部
森
林
整
備
課
及
び
下
関
市
農
林

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
知
事

村

岡

嗣

政

号 三 水 保

告

示
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中
ノ

市

上
小
川
西
分

中
ノ

か
じ

中
ノ

笹

ケ

区
域
の
名
称

中
ノ
河
内

地
区

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す

と
十
五
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ

名

大

字

名

字 地

蔵
河
内

三
四
九
九
の
一

口

四
一
四

四
一
四

三
五
一
五
の
一

三
五
一
五
の
一
地
先

河
内

三
四
九
五
の
一

三
四
九
六
の
四

河
内

三
四
九
〇
の
五

屋
敷

四
二
二

四
二
二

河
内

四
二
一

三
四
八
五
の
一

三
四
八
五
の
二

垰

四
一
八

四
一
八

る
標
柱
一
号
か
ら
十
五
号
ま
で

た
区
域

名

地

番

三
二
〇
一
の
九

三
二
〇
一
の
九

三
二
〇
一
の
九

三
二
〇
一
の
九

三
二
〇
一
の
九

岬

一
五
七
八

九
号

十
号

十
一
号

十
二
号

十
三
号

十
四
号

十
五
号

一
号

二
号

三
号

四
号

五
号

六
号

七
号

八
号

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

標

柱

番

号

四
号

五
号

六
号

七
号

八
号

九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

該
当
す
る
た
め

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及

サ
ン
セ
イ
株
式
会
社

大

六

契
約
金
額

三
千
七
百
五
十
八
万
四
千

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の

漁
業
取
締
船
せ
き
し
ょ
う

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

一

事
業
の
名
称

県
営
山
の
口
地
区
基
幹
水

二

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二

（
三
五
四
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方

公

（
三
五
三
）
土
地
改
良
事
業
の

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第

た
日

七
日

び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

阪
市
淀
川
区
西
宮
原
一
丁
目
六
番

円し
た
理
由

日

山
口

称
及
び
所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

名
称
及
び
数
量

の
定
期
検
査
業
務
（
船
体
部
）

た
手
続

利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

日法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た

告

工
事
の
完
了

事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

日

山
口

百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号

二
号

県
知
事

村

岡

嗣

政

一
式

事
業

。 県
知
事

村

岡

嗣

政

二

に

公

告
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第 号

八（
三次

五
六
）
公
共
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

そ
の
他

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

調
達
方
法

購
入
等

落
札
方
式

最
低
価
格

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
八
月
十
九
日

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る

富
永
物
産
株
式
会
社

東
京
都
中

落
札
金
額

三
千
九
百
四
十
二
万
円

入
札
公
告
日

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七
日

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

山
口

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及

漁
業
取
締
船
せ
き
し
ょ
う
の
定
期

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

五
五
）
契
約
の
締
結

の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

事
務
所
の
所
在
地

央
区
日
本
橋
本
町
三
丁
目
六
番

山
口
県
知

所
在
地

市
滝
町
一
番
一
号

び
数
量

検
査
業
務
（
機
関
部
）

一
式

に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

二
号

事

村

岡

嗣

政

。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七

公

安

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
波

有
限
会
社
サ
ン
エ
イ

二

作
業
の
地
域

防
府
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
十
四

（
三
五
七
）
開
発
行
為
に
関
す

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
防
府

た
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
七

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図

日

山
口

委

員

会

の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま

お
り
公
告
し
ま
す
。

日

山
口

域
の
名
称

田
布
施
字
板
平
浴

住
所
及
び
氏
名

野
二
一
六
一
番
地
の
一
一

日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
十
三

る
工
事
の
完
了

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

日

山
口

デ
ー
タ
作
成
）

三

県
知
事

村

岡

嗣

政

し
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

日
ま
で

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま

県
知
事

村

岡

嗣

政

に し

公

安

委

員

会
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五六七八

第 号

一二三四
十
六
年
十
月
十
七
日
印
刷

十
六
年
十
月
十
七
日
発
行

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

調
達
方
法

借
入
れ

落
札
方
式

最
低
価
格

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る

株
式
会
社

ア
イ
デ
ィ
ー
シ

落
札
金
額

二
千
六
百
九
十
五
万
六
千
八
百
円

入
札
公
告
日

平
成
二
十
六
年
七
月
十
一
日

そ
の
他

契
約
担
当
者

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び

運
転
免
許
証
両
面
プ
リ
ン
ト
シ
ス

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
一
日

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

事
務
所
の
所
在
地

ス
テ
ム

東
京
都
新
宿
区
新
宿

所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

数
量

テ
ム

一
式

庁事
四
丁
目
三
番
一
七
号

四


